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資料３－１１ 

屋内消火栓 

スプリンクラー 

消火器 

屋内消火栓 

スプリンクラー 

現行基準（病院・診療所） 

６項ロ（認知症GH等） スプリンクラーについてはH27.4.1改正基準 

水道連結型スプリンクラー 

150㎡ 2100㎡※ 3000㎡（病院） 
6000㎡（診療所・助産所） 

150㎡ 2100㎡※ 1000㎡ 

※構造、内装制限により1400㎡、700㎡の場合あり 

※構造、内装制限により700㎡の場合あり 

消火器 

※屋内消火栓については 
①耐火構造＋内装制限の場合 
  ２１００㎡以上 
②準耐火＋内装制限（又は耐火構造） 
  １４００㎡以上 
③上記以外の場合 
  ７００㎡以上 

※屋内消火栓については 
①耐火構造＋内装制限の場合 
  １０００㎡以上 
②準耐火＋内装制限（又は耐火構造） 
  １０００㎡以上 
③上記以外の場合 
  ７００㎡以上 

・消火器及び屋内消火栓設備 
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          廊下 

病室 手術室 

機械室 

病室 病室 

 

 
 

 

スプリンクラー設備と屋内消火栓（又は補助散水栓）の関係 

●考え方 
・原則として６項ロ（認知症GH等）と同様とする。 
・消火を目的としたスプリンクラー設備（水道連結型スプリンクラー設備ではないスプリンク
ラー設備）を設置することとなる１０００㎡以上の施設に対し、スプリンクラーヘッドの免除
部分を包含するように屋内消火栓又は補助散水栓を設ける。 

スプリンクラーヘッド 

屋内消火栓 
（又は補助散水栓） 

 スプリンクラー設備以外の消防用設備等の基準の見直し 



設置基準 
特徴 課題 

設置間隔 放水圧
力 放水量 水源量 

１号消火栓 
 
 
 
 

２５ｍ 
以下 

０．１７
MPa以
上 

１３０Ｌ
／分
以上 

２．６
㎥以
上 

○全ての用途の建物
で利 用可能 
○折りたたみホースを
使 用 

○操作に２名以上必要 
○全ホースを引き出さ
ない と利用できない。 

 （易操作性１号消火
栓） 
 

○１名での操作が可
能 
○保形ホースを使用 
○全ての用途で設置
可能 

○既存の一号消火栓
に置き換えるためには、
ポンプの増強、消火栓
箱の大型化が必要 

２号消火栓 
（補助散水栓） 
 
 
 
 

１５ｍ 
以下 

０．２５
MPa以
上 

６０Ｌ
／分
以上 

１．２
㎥以
上 

○１名での操作が可
能 
○保形ホースを使用 

○可燃物が多く置かれ
る工場・倉庫には利用
不可 

広範囲型２号消火栓 

２５ｍ 
以下 

０．１７
MPa以
上 
 

８０Ｌ
／分
以上 

１．６
㎥以
上 

○１名で操作が可能 
○保形ホースを使用 
○ポンプの増強、消火
栓 箱の大型化せずと

も、既設の１号消火栓
から改修可能 

○可燃物が多く置かれ
る工場・倉庫には利用
不可 

屋内消火栓（又は補助散水栓）の概要 
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参考資料●  スプリンクラー設備以外の消防用設備等の基準の見直し 

・消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置） 

認知症GH等 

病院・診療所等 設置義務有 

延べ面積（㎡） 0 500 
現行基準 

●考え方 
・早期かつ確実に消防機関への通報のためにすべての病院・有床診療所等に火災通報装

置を設置するよう基準を見直し 
※固定電話のある診療所に設置免除されている運用についても有床診療所については見直し 

・少ない人員での避難誘導に専念するため、病院・有床診療所等に設置する火災通報装置

は自動火災報知設備と連動して起動するよう基準を見直し 

※診療所は特例免除要件あり 

病院・有床診療所等 設置義務有 

延べ面積（㎡） 0 500 

設置義務有 

特定火災通報装置（簡易型の火災通報装置）の設置可 

特定火災通報装置の設置可 

６項イのうち上記以外 設置義務有 

※特例免除要件あり 

自動火災報知設備
と連動起動 
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